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▶ミネベアグループのステークホルダー

▶内部統制システムの体制
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　ミネベアグループは、経営の基本方針である「五つの心
得」に従い、さまざまなステークホルダーに対して社会的な
責任を遂行し企業価値を最大化することを経営目標として
います。この経営目標達成のため、コーポレートガバナンスの
充実を経営の重要な課題と位置付け、強化に努めています。

　ミネベアでは、取締役を10名体制にすることにより迅
速で戦略性の高い経営判断を行うと同時に、執行役員制
度導入により業務執行について、取締役から執行役員へ
大幅な権限委譲を実施し、経営、監督機能と業務執行機
能の役割を明確にしています。
　なお、10名の取締役のうち2名が社外取締役であり、企
業経営全般について助言を受けるとともに、業務執行機
関に対する取締役会の監督機能の強化を図っています。
　また、監査役につきましては、監査機能の強化、充実を
図るため、全4名のうち3名を社外監査役（うち1名は常
勤監査役）としています。
　監査役は監査役会の開催や取締役会およびそのほか
重要な会議への出席のほか、会計監査人、内部監査室と
連携を取り、国内事業所および国内子会社ならびに海外
子会社などへの監査を実施し、取締役の職務執行の監
査を行っています。

●経営の監督機能
　当社の経営の監督機能については、取締役10名による
取締役会を重要な戦略的意思決定を行う最高決議機関
として、迅速で戦略性の高い経営判断を行う体制とし、2
名の社外取締役により企業経営全般についての助言を
受けるとともに、業務執行機関に対する取締役会の監督
機能の強化を図っています。

●経営の執行機能
　当社の経営の執行機能については、執行役員制度の
導入により、執行役員に取締役の業務執行権限を委譲
し、業務執行の活性化と迅速化を図り、その充実に努め
る体制を構築しています。

●経営の監視機能
　当社の経営の監視機能については、監査役4名（うち3名
が社外監査役）による監視体制を構築しています。
　また、当社では取締役に役付は設けないことで、取締
役相互の監視体制の強化を図っています。

　ミネベアは、会社経営の健全性の確保を具体化するた
め、「内部統制システムの整備の基本方針」を取締役会
で決議しています。これに基づき、コンプライアンス体
制、情報保存管理体制、リスク管理体制、効率的職務執行
体制、グループ会社管理体制、監査に係る体制などを包
括的に整備し、その強化に努めています。

　ミネベアは、財務報告の信頼性を確保するため、内部
統制に係る社内体制、システムを構築し、その充実を図っ
ており、金融商品取引法に定められている財務報告に係
る内部統制については、内部統制の基本的枠組みに準拠
し、適切な整備、運用に努めました。
　これらの整備、運用状況について、経営者は内部統制
の有効性に関する評価を実施し、2012年3月31日現在に
おける当社グループの財務報告に係る内部統制は有効
であると判断しました。なお、当社は金融商品取引法の
定めに従い、この結果を「内部統制報告書」として提出し
ており、当社の監査人である有限責任あずさ監査法人
は、本報告書に対する監査を実施し、適正である旨の監
査意見を表明しています。

　ミネベアグループは、企業は法令の遵守だけではな
く、企業倫理に則した公正かつ、適切な事業運営を通じ
て、地球環境および人類の持続可能な発展に貢献するこ
とが使命であると考えています。この使命を果たすた
め、当社グループでは、経営の基本方針「五つの心得」
と、これを基本とした「ミネベアグループのCSR基本方
針」および「ミネベアグループのCSR実践に向けた活動
方針」を策定し、取り組みを進めています。

基本的な考え方

　ミネベアグループは、「五つの心得」で示されている
「従業員」「お客様」「株主の皆様」「地域社会」「国際社
会」のほかに、「お取引先様」およびわたしたちの社会を
支えている「環境」をステークホルダー（利害関係者）と
して分類しています。当社グループでは、CSR活動に取
り組む上で、各ステークホルダーとのコミュニケーション
を通じて、その期待に応えることが欠かせないと考えて
います。

ミネベアグループは、社会を支える精
密部品メーカーとして、「信頼性が高
く、エネルギー消費の少ない製品を
安定的に供給し、広く普及させる」こ
とを通して、地球環境および人類の
持続可能な発展に貢献します。

❶ 取締役、執行役員および使用人の職務の執行が法令および定款に
 　適合することを確保するための体制（コンプライアンス体制）

❷ 取締役および執行役員の職務の執行に係る情報の保存および管理
 　に関する体制（情報保存管理体制）

❸ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制（リスク管理体制）

❹ 取締役および執行役員の職務の執行が効率的に行われていること
　 を確保するための体制（効率的職務執行体制）

❺ 会社および子会社からなる企業集団における業務の適正を確保す
　 るための体制（グループ会社管理体制）

❻ 監査役の監査の実効性を確保するための体制（監査体制関連事項）

ミネベアグループのステークホルダー

五つの心得

CSR活動の推進に当たっては、「五つの心
得」を基本として、適切な組織統治のもと、ミ
ネベアグループ「行動規範」を遵守していき
ます。

1 「五つの心得」と「行動規範」
ミネベアグループの社会的責任、取り組むべき
重要課題を理解した上で達成すべき目標を掲
げ、実行とレビューを繰り返して、CSR活動を
継続的に改善していきます。また、こうした活
動を通して、従業員一人一人のCSRについて
の意識向上を図っていきます。

2 継続的改善と意識向上
ステークホルダー（従業員、お客様、株主の皆
様、地域社会、国際社会、お取引先様、環境な
ど）との積極的な対話を通して、その期待・要請
に応えるとともに、企業活動の透明性向上と説
明責任を果たしていきます。

3 ステークホルダーとの対話

ミネベアグループのCSR実践に向けた活動方針

ミネベアグループの
CSR基本方針

◉ 従業員が誇りを持てる会社でなければならない

◉ お客様の信頼を得なければならない

◉ 株主の皆様のご期待に応えなければならない

◉ 地域社会に歓迎されなければならない

◉ 国際社会の発展に貢献しなければならない

基本的な考え方

コーポレートガバナンス体制

内部統制システムの整備

財務報告に係る内部統制

コーポレートガバナンスの詳細は、ミネベアグループホームページ
（http://www.minebea.co.jp/company/aboutus/govern
ance/policy_system/index.html）をご参照ください。
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